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Ⅰ．川上村森林認証協議会登録森林 森林管理計画の概要 

 

１．森林の所有者： 川上村森林認証協議会会員 

（川上村森林組合等：71 名） 

NO NO

1 12.06 37 14.08
2 10.83 38 7.29
3 30.70 39 1.80
4 15.16 40 3.13
5 81.88 41 48.42
6 1.17 42 33.73
7 5.79 43 65.72
8 3.51 44 16.13
9 15.71 45 5.31
10 3.44 46 26.09
11 0.92 47 6.30
12 3.46 48 6.35
13 5.03 49 0.32
14 22.32 50 21.10
15 6.45 51 4.71
16 2.27 52 2.25
17 1.00 53 89.12
18 66.11 54 190.84
19 16.45 55 8.84
20 5.52 56 33.11
21 24.12 57 50.10
22 381.23 58 2.39
23 150.83 59 4.09
24 1.31 60 3.45
25 7.99 61 1.11
26 6.80 62 1.80
27 27.86 63 1.94
28 130.67 64 38.45
29 571.36 65 12.08
30 4.88 66 44.75
31 3.05 67 12.43
32 6.01 68 8.59
33 2.05 69 62.21
34 9.27 70 3.57
35 15.23 71

36 2.43 2,486.47 
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２．森林の管理者： 川上村森林認証協議会 71 名   会長 单本 泰男 

  (事務局所在地)  奈良県吉野郡川上村大字迫 1335-8 川上村森林組合内 

 

３．森林の所在地： 吉野郡川上村大字東川 834 番地 他（川上村内） 

 

４．森林の面積 ： 2,486.47ha   団地数：11 団地 

 

５．地域の沿革・概要 

（１）地域の概要 

 川上村は、奈良県吉野郡の東部、三重県境に位置し、北西部に位置する吉野山から

单西部にかけて山上ケ岳を主峰とする大峰山系（世界遺産に登録された大峯奥駈道）

と、单部に位置する大台ケ原（日本一の降雨量）から東に連なる台高山脈に囲まれ

ており、その村の中央部を吉野川（紀ノ川）が和歌山市方面に流れている。 

村の総面積は 26,916ha あり、そのうち 25,600ha(95%)が森林である。 

気温は、平成 19 年では最高気温 36.1℃、最低気温－4.7℃、平均気温は 13.4℃と比

較的温暖で、降雨量は年間 1,370mm となっている。 

同村は、吉野林業地の中心として、古くから林業が発達し、村の基幹産業として、

村民の大半が林業労働者として生計をたててきた地域である。 

 

（２）森林の沿革 

川上村の林業の歴史は古く、約 500 年と伝えられている。古くから吉野スギとヒノ

キが植林され、人工林では日本三大美林の一つに数えられている。 

吉野スギは、無節で緻密な材質が水を通しにくく、匂いも良いことから、古くから

酒樽用の樽丸に使用されて、大阪・神戸方面の酒造業者にもてはやされてきた。 

また、完満通直で、色艶が良く、年輪幅が狭く強度があることから、その後、建築

用材としても賞賛され、大坂城や本願寺の寝殿などにも使われたと言われるなど、

現在でも高級木造建築の大黒柱や梁、鴨居等に使われている。 

現在の川上村の森林面積は、25,600ha で、そのうち分けは、人工林が 16,800ha(66%)、

天然林が 8,600 ha (33%)となっており、所有形態別では、国有林が 710ha(2.8%)、

民有林 24,890ha である。 

吉野林業の特長として、人工林は ha 当たり 8,000～10,000 本の極端な密植と弱度の

間伐を繰り返すことによって成長を抑制し、年輪幅が細かく均一な材を育てること

を目的としており、70 年～150 年の資源循環的な長伐期施業を繰り返してきている。 

また、天然林は、大峰山系や台高山脈の山の上部に、昔から手を加えず残してきた

天然林が残されており、特に三之公地区の「トガワサワラ原始林」は、国内では、

紀伊半島中单部と高知県東部にしか自生していないトガサワラの貴重な自生地とし

て、国の天然記念物に指定されている。 

村では、これら貴重な天然林を後世に残すため、三之公地区の天然林約 740ha を購

入し、「水源地の森」として保存しており、詳しい生態系調査を進める一方で、森
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林学習の場として活用している。 

なお、川上村ではこれらを背景として、平成 17 年 3 月に「川上村村有林(NFEA-005

：1,099.69ha)」が、平成 19 年 3 月に「清光林業「岡清山」(NFEA-021：1,938.60ha)」

が、相継いで SGEC 森林認証を取得している。 

 

６．対象森林の概況 

（１）森林の現況 

 今回の認証対象となる森林は、川上村内の民有林のうち、『緑の循環』認証会議の

基準・指標等を遵守することに同意した地元川上村森林組合及び森林所有者、山守、

素材生産業者などで構成する「川上村森林認証協議会」(グループ)の会員 71 名が所

有・管理する森林 2,486.47ha である。 

 同協議会規約に基づいて、会長は川上村森林組合長が努め、同森林組合と「川上郷

木材林産協同組合」及び「川上村」によって組織される事務局は、川上村森林組合

に設置されている。 

 対象森林の概要は以下の通りである。 

  

【対象森林の機能別概況】                      

区   分 合 計 人工林 天然林 未立木地 竹 林 

水土 

保全林 

面 積(ha) 1,769.88 1,625.67 144.21 ― ― 

蓄 積(㎥) 637,796 618,653 19,143 ― ― 

成長量(㎥/年) 9,098 8,934 164 ― ― 

森林と 

人との 

共生林 

面 積(ha) ― ― ― ― ― 

蓄 積(㎥) ― ― ― ― ― 

成長量(㎥/年) ― ― ― ― ― 

資源循環 

利用林 

面 積(ha) 716.59 673.85 42.74 ― ― 

蓄 積(㎥) 275,032 270,139 4,893 ― ― 

成長量(㎥/年) 3,816 3,751 65 ― ― 

合 計 

面 積(ha) 2,486.47 2,299.52 186.95 ― ― 

蓄 積(㎥) 912,828 888,792 24,036 ― ― 

成長量(㎥/年) 12,914 12,685 229 ― ― 

 

  川上村の森林は、地域森林計画及び川上村森林整備計画によって、村内の森林はそ

の重視する機能に応じて３機能区分されている。今回の対象森林における内訳は、

「水土保全林」1,770ha、「資源循環利用林」が 717ha で、「森林と人との共生林」に

区分されている森林は含まれていない。 

  森林資源の内訳は、対象森林が主に里山地帯であるため、古くから植林が進んでお

り、スギ・ヒノキを中心とした人工林が 2,300ha で、人工林率は 90％を超えている。 

  人工林は、伝統的な密植・長伐期施業を継続してきている。人工林の齢級別面積で
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は、保育対象である 60 年生までの林分が 60％、収穫可能な 60 年生以上の林分が 40

％と、資源的に充実してきているが、近年の木材価格の低迷により、高齢林におい

ても主伐面積は減っており、間伐による撫育作業が中心となっている。 

年間成長量は、12,914 ㎥/年で、うち人工林の成長量が 12,685 ㎥/年を占める。 

【人工林の樹種別一覧】                    

 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ混交 スギ林 ヒノキ林 その他 合 計 

面 積:ha 1,850.74 320.94 125.53 2.31 2,299.52 

材 積:㎥ 690,541 169,784 28,208 259 888,792 

   

【対象森林の齢級別概況】                    

 

面積:ha 48.87 211.96 772.37 465.44 457.47 330.43 145.55 54.38 2,486.47 

材積:㎥ 1,683 37,352 232,343 179,628 169,969 174,891 84,522 32,440 912,828 

 

（２）制限林・保護林等の状況 

川上村は、大台ケ原付近の川上領側の一部が吉野熊野国立公園に指定されている。

また、保安林については村全体では、5,911ha あり、内 5,466ha(92.47％)は水源か

ん養保安林として指定されている。主に、吉野川の本流並びに支流の最上流が指定

されており、豊かできれいな水を流す目的である。 

認証対象森林は、主に里山であるため、水源かん養保安林の指定区域はなく、災害

防止を目的とした土砂流出防備保安林が 16.32ha、土砂崩壊防備保安林が 1.04ha、

落石防止保安林が 0.11ha 指定されている。 

 

【保安林等制限林の指定状況】 

制限林の種別 指定面積 備 考 

保安林 

土砂流出防備保安林 16.32ha  

土砂崩壊防備保安林 1.04ha  

落石防止保安林 0.11ha  

保安林指定面積 合計 17.47ha  

その他 

制限林 

砂防指定地 3.06ha  

急傾斜地崩壊危険区域 0.48ha  

国立公園普通地域 20.21ha  

 

 齢級 １～３ ４～６ ７～９ 10～12 13～15 16～18 19～21 22 以上 合 計 

 

面積:ha 30.80 203.54 765.20 448.10 334.02 324.87 144.23 48.76 2,299.52 

材積:㎥ 1,263 36,884 231,652 177,433 151,958 174,015 84,287 31,300 888,792 

 

面積:ha 18.07 8.42 7.17 17.34 123.45 5.56 1.32 5.62 186.95 

材積:㎥ 420 468 691 2,195 18,011 876 235 1,140 24,036 
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（３）林道・作業道の整備状況 

  伝統的林業地で森林の所有規模が小さいこと、及び急傾斜地であることなどから、

川上村における林道・作業道の整備状況は、他の地域に比べ遅れ気味である。 

  川上村における林道・作業道等の整備状況は以下の通りである。 

 

【川上村内の林道・作業道の整備状況】 

種   別 総 延 長 村内路網密度 ※1 

林   道 100,420m 3.92m/ha 

作 業 道 51,166m 2.00m/ha 

公   道 105,939m 4.14m/ha 

計 257,525m 10.06m/ha 

                       ※１：村内全森林における平均路網密度 

 

（４）施業履歴（過去５年間） 

 

【施業履歴】                                 （卖位：ha・m） 

事業種名 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 計 

植 付 ― ― ― 0.30ha ※0.38ha 0.68ha 

下 刈 4.26ha 1.03ha 0.34ha 0.30ha 0.68ha 6.61ha 

除間伐 50.74ha 77.47ha 72.28ha 20.57ha 87.62ha 308.68ha 

主 伐  0.30ha     

作業道 ― ― 626m 3,954m 7,424m 12,004m 

※20 年度の植付 0.38ha は、伐採跡地を購入して新植したもの。 
 

【素材生産量－過去 5 年】                                            （㎥） 

 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 計 

間 伐 816 1,345 950 570 386 4,067 

主 伐 ― 114 ― ― ― 114 

合 計 816 1,459 950 570 386 4,181 

 

（５）森林被害（病虫害・獣害・森林火災・気象害：過去 5 年間）の記録と対処 

対象森林において過去 5 年以内には、顕著な森林被害は発生していない。 

ただし、ニホンジカによる新植苗木の食害や剥皮被害が散発的に出ており、年々増

加傾向にある。植林地には、防除ネットが欠かせなくなってきている。 

なお、ニホンジカの被害対策については、奈良県が「特定鳥獣保護管理計画－第３

次」を策定して、モニタリングデータを基にした個体数調整に取り組んでいる。 
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（６）対象森林の管理体制 

  対象森林の管理は、同協議会によって定められた「認証森林管理計画・体制」に基

づいて、川上村森林組合を中心とした事務局の管理指導の下に同協議会会員が担い、

施業は、森林所有者会員自身による自伐経営の他、川上村森林組合及び山守会員か

らなる同協議会「素材生産部会」の会員が行う。 

 

 【川上村森林認証協議会素材生産部会】 

  対象森林における保育等の委託施業や立木購入による素材生産の担い手となる川上

村森林組合及び山守会員である。 

 

  ○川上村森林組合 

 内勤職員：６名 作業班：１班７名 

 

○素材生産部会会員 

 素材生産部会員(山守 22 名：内 21 名は森林所有者会員でもある) 
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※川上村の山守制度について 

川上村は、古くは川上村民が所有し、造林、育林、伐採そして再造林と循環型の森

林経営を行ってきたが、1,700 年頃より交通の便の悪い川上村においては、衣・食

の生活維持も困難になり、山の所有権を村外の商業資本家等に依存するようになっ

た。その際、村外所有者では、山を管理することが難しいことから、森林の管理に

ついては、旧の所有者やその地元の代表者が「山守」として所有者に変わり管理す

る独特の「山守制度」が創出され、森林の維持管理を継続してきている。 

山守制度は、川上村では現在も機能しており、山守は、その山の育林から伐採にか

けて管理し、間伐作業等が必要な時期においては、所有者に連絡を取り了解を得た

上で施業を実施している。 

しかし、近年 高齢化と後継者不足等により山守が減尐してきており、森林組合に

よる作業委託や所有者の直営施業が増えてきている。 

 

 

７．認証対象森林の経営方針 

 川上村森林認証協議会（以下：同協議会）では、基本指針を作成し、「ＳＧＥＣの基

準・指標を遵守した森林管理を行っていく」ことを通して、「環境に調和した持続可

能な森林管理の継続と森林資源の循環利用の促進を図ることによって、森林の有する

各種機能（水源涵養、国土保全、二酸化炭素の固定、生物多様性の保全、景観保全）

の充実に寄与するとともに、健全な森林経営と林産資源の循環利用を促進し、本村林

業・木材業界の活性化を図ることを目的とする。」とした下記の「経営方針」を定め

ている。 

  （以下「川上村森林認証協議会 経営方針」概要） 

 

（１）森林の管理方針 

 ｢川上村森林整備計画｣に基づき、重視する機能に応じて森林を区分し、森林の有す

る多面的機能を効率的・効果的に発揮させるための森林造成を図る。 

① 集約施業により、持続可能で高収益を実現する健全な森林を造成するとともに、

二酸化炭素の固定・貯蔵に努める。 

② 対象森林の施業の実施にあたっては、｢密植、多間伐、長伐期｣の吉野林業の伝

統と技術を継承するとともに、本協議会｢生物多様性の保全を考慮した施業指針｣

に基づいて、適切な施業に努める。 

（２）収穫 

  収穫にあたっては、人工林は間伐によって、伐期齢（80～150 年生）に達した大径

木の皆伐（5ha 以下の小面積）再造林を基本とするが、社会経済情勢等を勘案し、

当面は間伐・択伐を主体とした施業を実施する。 

なお、間伐木は積極的に出材し、間伐材の利用促進にあたる。 

天然林は、原生林に近い天然林として自然力を生かしながら、今後も自然環境を保

全して行く森林であり、収穫等の営利を目的としない。 
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（３）森林の造成 

  森林の造成にあたっては、人工造林の樹種はスギ、ヒノキを主要樹種とし、吉野林

業の伝統と技術を継承し、森林整備計画の保育基準に従い、主伐後、速やかに  

植林（ha 当たり 7,500～9,000 本植え）し、下刈、間伐、枝打ち等の施業を計画的

に実行し、良質な川上産材を育成するとともに、循環型の森林経営を継続していく。 

また、崩壊後の荒地、標高の高い尾根筋や谷筋等の人工林に適しない場所において

は、広葉樹等の植樹を実施して適切な保育作業を実施し、自然環境の保全に努める。 

（４）保育 

  保育にあたっては、保育基準に従い、個々に施業計画を立て、現況並びに目標  

林型に合う適切な施業に努め、林分の保全を図る。 

（５）効率的な施業の推進  

  効率的な施業に不可欠な林道・作業道等の路網整備を拡充し、森林施業地への通勤

時間の短縮や木材搬出の効率化を図る。 

また、森林施業にあたっては、新しい技術や機械の導入、展示、普及により、本村

の基幹産業である林業の発展のため、指導的役割を果たす。施業の合理化はもとよ

り、公的資金（補助金等）等の積極的な利用に努め、支出の削減を図る。 

（６）下流域への配慮 

吉野川の源流である川上村は、良好な森林を保護・育成することにより、吉野川源

流域の安定した河川流量の確保ときれいな水を下流域に流すため、森林の保全に努

める。 

（７）法令の遵守 

施業を行うにあたっては、森林管理上必要な法令（森林・林業基本法、森林法等）、

環境法令（環境基本法、自然環境保全法等）及び労働法令（労働基準法、労働安全

衛生法等）などの関係法令及び奈良県条例、川上村条例を遵守する。 

 

 

８．認証対象森林の環境方針 

  同協議会では、持続可能な森林経営を目指して、以下の環境方針を定めている。 

 （以下：「川上村森林認証協議会 環境方針」概要） 

 

  １．SGEC の基準・指標及び環境保全に関する法令を厳守し、川上村が全国に向けて発

信した「川上宣言」を遵守するとともに｢吉野林業｣の伝統と技術を継承し、木材生

産と環境保全の両立を目指します。 

２．森林の多面的な公益的機能（木材生産機能、水源かん養機能、山地災害防止機能、

生活環境保全機能、保健文化機能）の維持・向上に努めるとともに、吉野川流域の

水辺林等の保全を図ります。 

３．川上村の森林保全を通して、生態系及び生物多様性の保全を図ります。また、持

続可能な森林経営を行うことにより、森林の持つ二酸化炭素を吸収する働きを高め

るとともに、木材を持続的に供給することを通して、地球温暖化の防止に 貢献し、
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地球環境の保全に取り組みます。 

４．適切な森林管理に必要な路網の整備に努め、路網の開設に当たっては、    

環境影響の最も尐ない方法を選び、木材など生物系素材の使用に努めます。 

５．施業の実施にあたっては、化石燃料を使用する機械類は極力無駄のない使用に 

努め、大気汚染物質や廃棄物の抑制に努めます。 

６．森林病害虫防除にあたっては、生態的防除に努め、林業薬剤等を使用する場合は、

適切な管理のもと必要最低限の量とします。 

７．モニタリング及び森林巡視を実施し、持続的な森林の状況及び林内生息・生育す

る動植物の把握に努めます。貴重な動植物が発見された場合は、関係機関に連絡す

るとともにその保護の体制を整えます。 

８．都市住民やボランティア団体などとの交流に努め、森林とのつきあい方や、林業

に関する知識の啓発・普及に努めます。 

９．森林の施業履歴等、管理経営に関する情報は、積極的に公開し、環境に配慮した

木材を積極的に購入しようとする消費者に信頼される木材を供給します。 

 

 

９．施業指針 

同協議会では、地域森林計画及び川上村森林整備計画（平成２１年４月１日計画策定）

に定めるゾーニング区分及び、それに基づく施業計画認定基準等によって森林整備を

進めるとともに、それぞれの林分が地域・流域レベルで適切に配置され、かつ機能し

ているかをモニタリング検証しながら、多様な森林の造成を進め、生物多様性の保全、

水土保全、景観保全を考慮した施業を実施することとしている。 

施業の実施にあたっては、川上村森林整備計画の基準を基に、伐採面積の上限（5ha

以下）や水辺林の保全など環境への配慮を明記した施業マニュアル「生物多様性の保

全を考慮した施業指針」を作成している。 

なお、同協議会登録森林には、「森林と人との共生林」に区分された森林はないが、

天然林については、経営方針及び上記「施業指針」によって「天然林においては、自

然景観や水源涵養、流域住民の生活環境等に留意し、保全を目的とした必要最小限の

伐採に留める」こととしている。 

 

【施業指針の概要】 

○人工林 

人工林は、吉野林業の伝統と技術を継承した長伐期施業を行い、間伐と択伐によっ

て、伐期齢(80～150 年生)に達した大径木の皆伐(5ha 以下の小面積)再造林を基本

とする。 

森林の造成にあたっては、人工造林の樹種はスギ、ヒノキを主要樹種とし、森林整

備計画の保育基準に従い、主伐後、速やかに植林(ha 当たり 7,500～9,000 本植え)

し、下刈、間伐、枝打ち等の施業を計画的に実行して良質な川上産材を育成する。 
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○天然林 

天然林は、原生林に近い天然林として自然力を生かしながら、今後も自然環境を保

全して行く森林であり、収穫等の営利を目的としない。 

 

機能区分ごとの施業指針概要は以下の通り。 

 

機能区分 重視する機能 目標とする森林 施業指針等 

資源の循環

利用林 
木材生産機能 

森林の健全性を確保し、安定

的、効率的に良質な木材の生

産が実施できる高収益森林の

造成 

作業路網等の整備を行い、生

産流通コストの削減を図ると

ともに、計画的な施業の実施

や林業機械の導入等を推進 

水土保全林 
水 源 涵 養 ・ 

国土保全機能 

浸透・保水能力の高い森林土

壌の維持や根茎、下層植生の

発達した森林の造成 

高齢級の森林への誘導や伐採

に伴う裸地面積の縮小及び分

散。未立木地等への植栽や針

広混交林化の推進 

森林と人と

の共生林 

生物多様性の

保全及び環境

保全機能 

貴重な動植物の生息・生育に

適した森林の造成及び快適な

森林環境や優れた森林景観の

保全及び創出 

自然の再生力等を基本とした

天然林の生育を推進。必要に

応じた植生の復元等の実施 

 

 

10．その他 

（１）地域への貢献 

吉野林業は古くから歴史があり、昔から地域住民は林業と共に生活してきたが、

近年では、林業の不況、高齢化及び後継者不足により林業従事者が減尐している

現状がある。 

川上村森林認証協議会は、地域林業の指導的役割を担ったメンバーで構成されて

おり、SGEC 森林認証取得により、自らがモデル的な経営を実践することで、健全

な森林経営と林産資源の循環利用を促進して、地域の基幹産業である林業・木材

業界の活性化を図ることを目的として活動しているグループである。 

今後、川上村森林認証協議会として、地域との連携・協力体制を拡充し、計画的

な森林施業の実施によって、労働力の提供と雇用の促進等に努め、安心して暮ら

しやすい村づくりを推進していくこととしている。 

 

 （２）森林環境教育などへの取組 

川上村森林認証協議会として、川上サプリ（川上産吉野材販売促進協同組合）が

主催する「伐採体験ツアー」（年数回）や、川上の材ＰＲ運営委員会が主催する

「まるごと吉野杉フェア」の伐採体験の場所の提供や指導者として参加しており、
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これらは、都市部住民に森林と木材の良さを伝えるための独自の環境教育プログ

ラムとなっている。 

 

 （３）生物多様性の保全への取組 

今回の対象森林には含まれていないが、ランドスケープレベルでは、同村内三之

公地区に、原生状態を残す天然林が保存されており、地域の生物多様性の保全に

大きく貢献している。この天然林は、村民の意志で川上村が平成11年から約740ha

を買い取り、条例により「吉野川源流－水源地の森 保全方針」を定めて厳正に

管理しているものである。 

また、川上村「森と水の源流館」では、平成 14 年より毎年、専門家による三之公

地区を中心とする村内の野生動植物調査を実施しており、その調査範囲は、昆虫

や菌類にも及んでいる。その成果は、報告書として纏められ、希尐種については、

保存林を設定するなど、現時点では最善と思われる対策が取られてきている。 

これらを受けて、同協議会では、「川上村内に生息・生育する貴重種一覧表」を

作成しており、同協議会「基本指針」に基づき、動植物の生態系を維持していく

とともに、逐次対象森林の現状を把握するための森林巡視及びモニタリング体制

を強化していくこととしている。 

 

（４）川上宣言（参考） 

  川上村では、1996 年に下記の内容からなる「川上宣言」を全国に発信している。 

 

一．私たち川上は、かけがえのない水がつくられる場に暮らす者として、 下流に

はいつもきれいな水を流します。 

 

一．私たち川上は、自然と一体となった産業を育んで山と水を守り、 都市にはな

い豊かな生活を築きます。 

 

一．私たち川上は、都市や平野部の人たちにも、 川上の豊かな自然の価値に触れ

合ってもらえるような仕組みづくりに励みます。 

 

一．私たち川上は、これから育つ子供たちが、 自然の生命の躍動に素直に感動で

きるような場を作ります。 

 

一．私たち川上は、川上における自然とのつきあいが、 地球環境に対する人類の

働きかけの、すばらしい見本になるよう努めます。   
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主な確認資料一覧 

 

・川上村森林認証協議会規約・総会議事録・名簿・同意書 

・森林施業計画認定書（写し） 

・森林施業計画書(平成 20 年～24 年) 

・森林施業の実施に関する長期の方針 

・森林施業計画内訳(伐採計画量・造林計画量・保育計画量) 

・森林簿及び GIS ソフト 

・作業道等台帳 

・吉野地域森林計画書（平成 21～30 年度） 

・川上村森林整備計画書(平成 21～30 年度) 

・川上村森林整備計画概要図(ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ図1/25,000) 

・対象森林位置図（全図：1/50,000） 

・川上村森林認証協議会森林計画図（林相現況図 1/5,000） 

・川上村森林認証協議会 認証森林管理計画・体制図 

・川上村森林認証協議会「経営方針」 

・川上村森林認証協議会「環境方針」 

・生物多様性の保全を考慮した施業指針 

・森林巡視実施要領 

・川上村内に生息・生育する貴重種一覧表(川上村森と水の源流館) 

・施業実施仕様書 

・川上村森林認証協議会「伐採・搬出作業マニュアル」 

・作業道等開設マニュアル 

・作業現場における油類の取り扱いマニュアル 

・林業薬剤管理マニュアル 

・安全作業マニュアル 

・安全衛生及び健康管理マニュアル 

・川上村労働災害防止大会開催要領 

・林野火災予消防マニュアル 

・予消防緊急連絡体制組織図 

・奈良県林務関係作業道等実施基準・細則(奈良県) 

・奈良県ニホンジカ特定鳥獣保護管理計画―第３次 

・大台ヶ原ニホンジカ保護管理計画 

・みんなの「川上宣言」（川上村） 

・吉野川源流物語第二幕－川上村第４次総合計画 

・吉野熊野国立公園 公園計画図 

・川上村内指定文化財一覧表（国・県・村指定目録） 

・世界遺産登録目録 

・世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」－奈良県の構成資産 

・川上村文化財・自然保護マップ（1/50,000） 

・「大切にしたい奈良県の野生動植物」（奈良県 RDB） 

・吉野林業概要(奈良県) 
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Ⅱ．川上村森林認証協議会登録森林の審査経過 

 

審査は、(社)全国林業改良普及協会の児島裕、宇佐美均、西本順蔵の３名が担当した。 

 

【審査申込】 

平成 21 年 11 月 2 日／審査申込 

（内 容） 

１．『緑の循環認証会議』SGEC 森林認証の考え方 

２．基準・指標・ガイドラインの説明 

３．審査手順及び毎年の管理審査の説明 

４．審査申込書の受付 

５．確認資料の説明 

 

【企画審査】 

平成 21 年 12 月 16 日～18 日／「企画審査」での現地確認 

 

（審査員） 

(社)全国林業改良普及協会 認証審査ｾﾝﾀｰ 

審査員 児島 裕 

              専門審査員 西本順蔵 

（場 所） 

川上村役場 

川上村森林組合 

川上村森林認証協議会登録森林(東川・高原・中奥・入之波・神ノ谷・上多古・井戸他) 

 

（立ち会い者） 

川上村森林組合 代表理事組合長    单本泰男（協議会会員） 

         参事         大辻昭夫（協議会会員） 

 

（聞き取り対象者） 

 川上村役場地域振興課         森口 尚 

 川上村森と水野源流館事務局次長    尾上忠大 

川上村森林所有者           谷甚四郎（協議会会員） 

   〃               春増 薫（協議会会員）森林所有者 他 

 

（内 容） 

対象森林の所有者及び関係者に集合してもらい、SGEC 森林認証制度の説明会を実施す

るとともに、対象森林の自然条件、地域的特性、施業状況、社会環境を把握するため、

抽出した現地で下記内容の調査を行った。 
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１．協議会の組織・事務局・管理運営体制について 

２．協議会会員の SGEC 基準・指標等、諸規定の遵守意思の確認 

３．森林の現況把握と GIS の活用状況について 

４．現地調査による管理森林の管理状況の把握 

５．森林の概況・林業・林産業の状況について聞き取り及び関連資料の確認 

６．地域森林計画及び市町村森林整備計画における指定施業要件等の確認 

７．森林簿・及び森林計画図の現地照合 

８．シカの生息状況とシカ害等森林被害の状況・対策について 

９．対象地域の自然環境及び野生動植物の状況について、 

10．希尐野生動植物種の生息状況について 

11．指定の環境保全地域、自然環境・文化財等について 

12．地域社会の慣習的森林の利用権について 

13．地域における森林環境教育・レクリエーション活動について 

 

 

平成 22 年 1 月 28 日／審査要件の設定 

 

（内 容） 

「企画審査」での現地確認の結果等により、SGEC の基準・指標に基づいた「全林協審査

判定表」の 71 項目を「審査要件」として決定し、申請者に伝えた。 
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【確認審査】 

 

平成 22 年 3 月 2 日～5 日／「確認審査」での現地確認 

（場 所） 

川上村役場 

川上村森林組合 

川上村森林認証協議会登録森林(白屋、井光、武木、神之谷、伯母谷、西河、大滝他) 

 

（審査委員） 

  元東京農業大学教授・農学博士     河原輝彦 

（審査員） 

(社)全国林業改良普及協会 

認証審査ｾﾝﾀｰ審査員   児島 裕 

   同        宇佐美均 

   同  専門審査員 西本順蔵 

 

（申請者側立会者） 

川上村森林組合 代表理事組合長    单本泰男 （協議会会員） 

         参事        大辻昭夫 （協議会会員） 

 

（聞き取り対象者） 

川上村役場地域振興課長        松村悦治 

 川上郷木材林産協同組合 理事長    阪本憲達 （協議会会員） 

      〃     常務理事    小久保昌巳（協議会会員） 

奈良県労働保険事務組合        増田幸司 （協議会事務局） 

川上村森林所有者           東辻秀和 （協議会会員） 

   〃               加藤宗良 （協議会会員） 他 会員 

奈良県单部農林振興事務所 林業普及第一課 担当 

 

（内 容） 

「確認審査」での現地調査、及び森林所有者、行政関係者、利害関係者への面談を行い

下記事項の確認を行った。 

１．協議会登録森林の管理状況の把握。 

２．対象森林に関する確認資料の内容について、質疑応答及び関連資料の確認。 

３．作業道の開設と間伐の実施状況について。 

４．切り捨て間伐が主体となっていることについて 

５．村内の路網整備目標と間伐の推進策について 

６．地域における小径木の利用方策について 

７．皆伐跡購入地の新植地の状況－シカの食害防止対策。 
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８．有害鳥獣捕獲の実施状況について 

９．地域での労働安全対策と実施状況について森林組合関係者から聞き取り 

10．林地の保全や環境配慮事項についての作業者への指導状況について 

11．作業班等現場作業者の社会保障等への加入状況、労働安全対策について 

12．搬出→土場における会員生産材の分別・表示の状況確認 

13．協議会の地域に対する貢献について 

14．SGEC 森林認証の取得の取組について 

15．吉野材の価格動向と見通しについて 

 

 

【審査判定】 

 

平成 22 年 3 月 15 日／審査委員会 

 

（委員名） 

元東京大学教授・農学博士       山根明臣 

元東京農業大学教授・農学博士     河原輝彦 

木構造振興（株）専務取締役・農学博士 西村勝美 

東京農工大学教授・農学博士      土屋俊幸 

(社)林木育種協会理事長        真柴孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会 認証審査ｾﾝﾀｰ  児島 裕 

(社)全国林業改良普及協会 認証審査ｾﾝﾀｰ 野田昭一 

(社)全国林業改良普及協会 認証審査ｾﾝﾀｰ 宇佐美 均 

 

(内容) 

「審査要件」及び「確認審査」内容に基づいた審査結果を審査委員会に諮り、審査決定

を行った。 

 提示資料及び現地確認審査による審査判定表の内容から、川上村森林認証協議会登録

森林は SGEC 森林認証に値する森林であるものと認められた。 

 （判定内容については、判定事由書参照） 

 



 

18 

Ⅲ．判定事由書  

 

川上村森林認証協議会登録森林の審査における判定事由 

 

【森林認証審査判定】 

「企画審査」により、SGEC の定める基準・指標に準拠した全林協審査判定表「川上村森

林認証協議会登録森林」のとおり、71 項目を「審査要件」として決定した。 

「審査要件」に基づき「確認審査」を行い、審査判定について審査委員会に諮ったとこ

ろ、 

対象森林は、認証に価すると判定された。 

なお、審査委員会により、下記 5 項目について、「向上目標」が付記された。 

 

 

【向上目標】 

１．水辺林や尾根筋などの保護樹帯をより明確にするとともに計画図に明記し、保残

をより徹底していくこと。                 （基準３－２） 

 

２．間伐の推進は課題である。吉野林業伝統のきめ細かな森林施業を継続していくた

めの条件整備として、遅れている作業道等路網を行政と連携して整備することが急

務である。                        （基準４－６） 

 

３．毎年行われている労働災害防止大会などの機会を利用し、協議会会員及び現場作

業者への「生物多様性の保全に関する研修」を行い、環境配慮に対する意識を共有

していくこと。                      （基準５－３） 

 

４．間伐の推進及び小径木の利用促進は、同協議会の最重要課題といえるもので、村

行政と連携して、路網整備等の長期目標を定めるなど、計画的に取り組むことが必

要である。 

 また、今後、奥地林等条件の悪い林分では、植栽本数など施業方法の見直しも必要

である。                         （基準６－５） 

 

５．モニタリングは端緒についたところであり、その励行により、所有山林の状態を

常に把握するよう努めること。その結果を、今後の森林施業に役立てることが求め

られる。                          (基準７－１) 
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【判定事由】 

 

基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定 

 

１－１．土地、森林資源などの所有者・管理者が明確である。 

 

 １－１－１／妥当である 

認証の対象となる森林は、吉野郡川上村内の「川上村森林認証協議会(会長：单本泰男)」

(以下:同協議会という)会員が所有・管理する民有林 11 団地、2,486.47ha である。 

同協議会は、川上村森林組合が中心となって、SGEC の基準・指標等の諸規定に則して

管理することに同意した森林所有者有志、山守等(川上村森林組合を含む 71 名)で構成

され、グループで一体となって持続可能な森林管理に取り組むものである。 

同協議会「規約」及び「基本指針」、会員のグループ参加同意書により、組織、責任

体制を確認するとともに、「森林簿」「森林計画図」により、森林所有者および区域

を確認した。 

 

１－２．対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天然林別）、 

樹種又は林相、林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備されている。 

 

 １－２－１／妥当である 

同協議会の事務局である川上村森林組合に「森林簿」が常備されており、これらは、

GIS データ及び計画期間中の実地調査等に基づき、５年おきの「森林施業計画」更新

時に更新されている。 

 

１－３．対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭である。 

 

 １－３－１／妥当である 

森林計画図を樹種別に色分けした「林相現況図」（1/5000）を常備している。 

対象森林の位置は、同図面により明瞭である。 

 

１－４．森林計画制度の森林施業計画あるいはそれに準じた管理計画が樹立されている。

管理計画の中で、森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森林の管理・経営に関する

基本方針が策定されている。 

 

 １－４－１／妥当である 

対象森林の森林施業計画認定書の写し及び個々の森林施業計画書(11 団地)、その実施

状況を現地調査により確認した。 

同協議会では、森林認証取得にあたって、認定施業計画による「長期の方針」を補完

するため、同協議会「基本指針」を独自に定め、吉野林業 500 年の伝統を継承した「環
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境に調和した持続可能な森林管理の継続と森林資源の循環利用の促進を図ること」等

を目的とした森林施業を実施することとしている。 

 

 １－４－２／妥当である 

対象森林は「地域森林計画」及び「市町森林整備計画」による三機能区分に基づき、

個々の森林が「水土保全林」と「資源の循環利用林」に区分され、それぞれ「望まし

い森林の姿」と「整備および保全の基本方針」が明示されている。 

 

 １－４－３／妥当である 

川上村では、下流域の水源地としての自覚の下、1996 年に「川上における自然とのつ

きあいが、地球環境に対する人類の働きかけの、すばらしい見本となるよう努めます」

等５項目からなる「川上宣言」を下流向けに発している。 

同協議会では、上記「「川上宣言」を遵守するとともに｢吉野林業｣の伝統と技術を継

承し、木材生産と環境保全の両立を目指します」等を明示した「基本指針」を示して

いる。 

 

１－５．森林管理計画に即した森林管理を実行しうる管理体制と経営が行われている。 

 

 １－５－１／妥当である 

同協議会の会長は、対象地域の森林管理の担い手である川上村森林組合長が勤めてお

り、同組合の指導性の発揮によって、「基本指針」及び森林施業計画に基づいた統一

的な森林管理を行おうというグループである。 

対象森林の管理は、同協議会によって定められた「認証森林管理計画・体制」等に基

づいて、川上村森林組合を中心とした事務局の管理指導の下に同協議会会員が担い、

施業は、森林所有者会員自身による自伐経営の他、川上村森林組合及び山守会員から

なる同協議会「素材生産部会」の会員が行う。 

 

 １－５－２／妥当である 

同協議会「基本指針」により、「森林の有する各種機能の充実に寄与するとともに、

健全な森林経営と林産資源の循環利用を促進し、本村林業・木材業界の活性化を図る

ことを目的とする」との共通の目標と定め、経営内容の継続的改善に積極的に取り組

んでいる。 

 

 

基準２ 生物多様性の保全 

 

２－１．生物多様性保全のための計画は、ランドスケープレベルの管理方針が定められ

ているとともに、主要な森林タイプについて林分レベルの管理方針が定められている。 
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 ２－１－１／妥当である 

対象森林は、吉野森林計画区に位置しており、地域森林計画及び川上村森林整備計画

によって、「地域の特性、森林資源の状況並びに自然的・社会的条件」によって、ラ

ンドスケープレベルで機能区分されている。生物多様性保全上重要な林分については、

「森林と人との共生林」とされ、「整備及び保全の基本方針」が定められている。 

同協議会では「基本指針」及び「生物多様性の保全を考慮した施業指針(以下：施業指

針)」を定め、水辺林の保全・多様な森林の造成等、生物多様性の保全に取り組んでい

る。。 

 

 ２－１－２／妥当である 

里地の一般民有林である本認証対象森林には、原生林及びそれに近い天然林は確認さ

れない。 

なお、ランドスケープレベルでは、川上村内三之公地区に、原生状態を残す天然林が

保存されており、村民の意志で川上村によって買い取られ、条例により「吉野川源流

－水源地の森保全方針」を定めて、バッファゾーンとともに厳正に管理されている。 

 

２－２．対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、里山林、 

 草地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められ

ている。 

 

 ２－２－１／妥当である 

林相現況図において、樹種別区分がなされ、保護すべき植物群落などの区域が示され

ており、文化財目録として動植物が記録されている。 

同協議会では、「川上村内に生息・生育する貴重種一覧表」を作成しており、対象森

林の森林巡視を実施し、「貴重な動植物が発見された場合は、関係機関に連絡すると

ともにその保護の体制を整える」とした「基本指針」等を定めている。 

 

 ２－２－２／妥当である 

同協議会の「基本指針」及び「施業指針」により、「河川及び沢沿い等には水辺林を

設置する」としている。 

 

２－３．絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が 

 図られていること。 

 

 ２－３－１／妥当である 

川上村「森と水の源流館」が、平成 14 年より毎年、専門家による村内の野生動植物調

査を実施しており、その調査範囲は、昆虫や菌類にも及んでいる。その成果は、報告

書として纏められ、貴重種については、保存林を設定するなど、現時点で最善と思わ

れる対策が取られている。 
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対象林においても、前述の同協議会「基本指針」に基づく適切な保護対策を行うこと

としている。 

 

 ２－３－２／妥当である 

前記の三之公地区には原生状態を残す天然林がよく保存されており、地域の生物多様

性の保全に大きく貢献している。 

対象森林の人工林においても「施業指針」によって「林内に現存する広葉樹は､生物多

様性保全の観点から適度に残す」、「尾根及び中尾根等に自然植生からなる保護樹帯

を設け、河川及び沢沿い等には水辺林を設置する」などの措置を講じている。 

 

２－４．下層植生を含め自然植生の保護に努めること。 

 

 ２－４－１／妥当である  

密植多間伐施業の伝統から、若齢林の林分密度は濃いが、下層植生が消滅したような

林分は尐ない。 

同協議会では、林内照度等の林内環境の改善を図ることを主目的とした切捨て間伐に

も積極的に取組むなど、下層植生等の維持に努めている。 

なお、ニホンジカによる食害が、貴重な植生を残す天然林にも及んでおり、問題化し

てきている。そのため、特に貴重な植生については、防除ネットの設置も検討されて

いる。 

 

２－４－２／妥当である 

鳥獣の狩猟については、｢鳥獣保護法｣に基づいて、適正に行われている。 

一般的な山菜等の採取については、特に禁止などの措置はとっていないが、地域内で

採取が主原因で、減尐した種は確認されなかった。なお、森林巡視等によって、不適

切な活動の防止に努めている。 

 

 ２－４－３／妥当である 

造林樹種に新たに外来種を導入する計画はない。 

また、特定外来生物等の侵入防止については、地元行政による外来生物法に基づいた

対応が取られている。 

 

 ２－４－４／妥当である 

地域の小河川や林道などの土留め・水切り・水たたき等の工作物に、間伐材等の生物

系資材が使用され、環境負荷の低減に努めていることを確認した。 

作業道等の新規作設に際しては、同協議会「作業道等開設マニュアル」により、｢開設

時の切取り法面を小さくする｣｢可能な限り間伐材等の生物系資材を有効利用するとと

もに、小動物の生育･繁殖を妨げないように努める｣こととしている。 
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基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

３－１．土壌及び水資源の保全に与える影響を事前に把握し、森林管理計画や実施過程

における悪影響を最小化する。 

 

 ３－１－１／妥当である 

川上村では、下流域の水源地としての自覚の下、1996 年に「川上における自然とのつ

きあいが、地球環境に対する人類の働きかけの、すばらしい見本となるよう努めます」

等５項目からなる「川上宣言」を下流向けに発している。 

同協議会の「基本指針」は、上記に基づいたものであり、吉野林業の伝統を継承した

超長伐期や伐採面積の縮小・分散など、自然と調和した持続可能な森林管理の継続を

図るためのものである。 

 

 ３－１－２／妥当である 

地域森林計画及び市町村森林整備計画によって、土壌・水系の保全のために配慮が必

要な場所は「水土保全林」として区分され、施業の基本的方法とともに「川上村森林

整備計画概要図」に明示されている。 

なお、上記計画の施業指針により、水土保全林は「高齢級の森林への誘導や伐採に伴

う裸地面積の縮小及び分散。未立木地等への植栽や針広混交林化の推進」とされてい

る。 

 

３－２．伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護 

 樹帯を設けている。 

 

 ３－２－１／向上目標付記 

尾根筋や沢沿いには、天然林が残されており、計画図においても確認できる。これら

は先人が保護樹帯として残したものといわれている。ただし、設置幅が不十分であっ

たり、沢筋近くまで植栽された人工林も一部で見られる。 

なお、同協議会では、｢施業指針｣において、｢尾根及び中尾根等に自然植生からなる保

護樹帯を設け、河川及び沢沿い等には水辺林を設置する」として、今後の伐採に当た

っては、十分な配慮をしていくこととしている。 

 

 ３－２－２／妥当である 

一部風衝地や岩石地、沢筋近くまで植栽された人工林については、今後「施業指針」

により、既存の広葉樹の保存や植栽によって、混交林へと誘導していくこととしてい

る。 

 

３－３．森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流出防止機能などへの影

響を考慮し、地表面の保護が図られるよう慎重に配慮されている。 
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 ３－３－１／妥当である 

山地災害の防止、水源かん養機能等の機能を重視する森林は、地域森林計画及び市町

村森林整備計画において、「水土保全林」とされ、特別な配慮が求められる地区につ

いては、「水源かん養保安林」「土砂流出防備保安林」及び「砂防指定地」等に指定

され、指定施業要件が厳格に設けられている。 

同協議会会員の森林施業計画は、上記基準等に適合して認定されていることを確認し

た。 

 

 ３－３－２／妥当である 

同協議会「施業指針」により、「集運材にあたっては、近隣の水資源や土石流防止機

能などへの影響を考慮し、地表面への保護・汚染物質の流失防止に努める」とし、現

在は、ヘリコプタ－による集材が大半を占めている。 

また、村内各所にモノレールが設置されており、足場丸太程度の間伐材の出材もでき

るように整備されてきている。 

両者とも、地表面の保護等にとっては、最も負荷の尐ない方法であると思われる。 

なお、技術マニュアルとしては、同協議会「伐採・搬出作業マニュアル」等が作成さ

れている。 

 

３－４．林業機械に用いる、燃料、オイルその他の汚染物質および農薬など化学物質が 

 水系に流出しないよう注意を払うこと。 

 

 ３－４－１／妥当である 

燃料・オイル類は、関係法令及び同協議会「作業現場における油類の取扱いマニュア

ル」に基づき、適切な管理のもと使用している。 

また、林業薬剤を使用する場合は、「林業薬剤管理マニュアル」により「森林病害虫

等防除法及び農薬取締法などの関係法令に基づき、最小限の林業薬剤等による駆除を

実施する」としている。 

 

３－５．林道等の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。 

 

 ３－５－１／妥当である 

川上村では、地形条件等から、路網の整備が遅れていたが、近年採算性から切捨てら

れる材が増大しており、この解消のため、作業道等の整備を最重点課題として位置づ

けている。 

作業道の新設計画にあたっては、「施業指針」によって、「①林道規定を遵守する。

②可能な限り間伐材等の生物系資材を有効利用するとともに、小動物の生育・繁殖を

妨げないように努める」とし、「作業道等開設マニュアル」を作成している。 
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基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

４－１．経済的、社会的、生態的な持続性に配慮し、森林資源調査等に基づいた森林管

理計画を作成し、適切な実行体制が整備されている。 

 

 ４－１－１／妥当である 

川上村では、下流域の水源地としての自覚の下、1996 年に「川上における自然とのつ

きあいが、地球環境に対する人類の働きかけの、すばらしい見本となるよう努めます」

等５項目からなる「川上宣言」を発しており、当該森林の公益的価値は十分認識され

ている。 

同協議会の「基本指針」は、上記に基づいたものであり、吉野林業の伝統を継承した

自然と調和した持続可能な森林管理の継続を図るための管理計画の策定と実行に努め

ている。 

 

 ４－１－２／妥当である  

川上村森林組合では、本年度より森林管理 GIS を導入しており、施業前の標準地調査

(印づけ)などの結果と合わせて、正確な資源状況の把握に努めている。 

また、林齢構成は、近年の皆伐の減尐によって、幼齢林が減尐しているものの、伝統

的な長伐期施業を継続してきており、比較的バランスがとれている。 

 

４－２．伐採量は森林の機能区分別に指定された森林施業計画認定基準の範囲内であり、 

適正に配置されている。 

 大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、 

 それが持続できるよう定められている。 

 

 ４－２－１／妥当である 

森林施業計画期間中(H20～24 年)の伐採計画は、間伐のみである。 

「森林の現況並びに伐採計画及び造林計画」に箇所毎の伐採方法、伐採率、伐採面積

・材積、伐採予定時期を含む収穫予定表が明示されていることを確認した。 

 

 ４－２－２／妥当である 

同協議会では、吉野林業の伝統的な伐期齢 80～150 年を基本とした長伐期施業を採用

している。 

なお、技術指針として、川上村森林整備計画の施業基準を採用した同協議会「施業指

針」及び「伐採・搬出作業マニュアル」を作成して当たっており、「風衝地、岩石地

等、造林木の優良な生育が見込めない箇所は、既存の広葉樹などの伐採を行わないで、

多様な森林の造成に努める」などの配慮がなされている。 
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 ４－２－３／妥当である 

認定された森林施業計画書の伐・造計画に従い、標準地調査の基づいた年度ごとの実

行計画を作成して伐採を行っていることを確認した。 

 

４－３．伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、 

施業の履歴を踏まえて、適地適木の原則が守られていること。 

 

 ４－３－１／妥当である 

伐採と更新の状況は、電算管理された同協議会「会員森林簿」として保存されており、

随時、施業状況ﾃﾞｰﾀが更新されていることを確認した。 

なお、同協議会「施業指針」による更新期間は伐採後 2 年以内とされており、市町村

森林整備計画に準じていることを確認した。 

 

 ４－３－２／妥当である 

「森林施業計画書」に林分毎の造林計画が作成されており、「施業指針」の更新方法

などは、｢川上村森林整備計画｣に準拠していることを確認した。 

 

 ４－３－３／妥当である 

同協議会「施業指針」により、種子、苗木は「地域在来の樹種を選定して植林する」

としており、川上村内の精英樹より採取された種子が使用されている。 

外来種は、過去にも導入の実績はない。 

 

 ４－３－４／妥当である 

｢施業指針｣において、「植付け後、巡視等により、その地に根付かなかった苗木が確

認された場合は、すみやかに新しい苗木を同じ場所に植え付ける」と定め、シカなど

による食害木等に対して実行している。 

 

４－４．天然林についても地域の特性を考慮し適切な森林管理計画が樹立され、的確な

更新施業が行われている。 

 

 ４－４－１／妥当である 

対象森林の天然林についても、施業計画の対象としているが、同協議会「基本指針」

により「天然林は、原生林に近い天然林として自然力を生かしながら、今後も自然環

境を保全して行く森林であり、収穫等の営利を目的としない」とし、「施業指針」を

「自然景観や水源涵養、流域住民の生活環境等に留意し、保全を目的とした必要最小

限の伐採に留める」ことにおいている。 

 

 ４－４－２／妥当である 

上記の通り、天然林における施業は「自然景観や水源涵養、流域住民の生活環境等に
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留意し、保全を目的とした必要最小限の伐採に留める」こととしている。 

 

４－５．期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われて 

 いる。 

 

 ４－５－１／妥当である 

「施業指針」において、保育の方法を定めており、適切な保育作業が行われている。

除間伐に際しては、林内に広葉樹が適度に残されていることを現地において確認した。 

 

 ４－５－２／妥当である 

過去５年間の施業履歴を確認し、実施状況を現地で確認した。 

なお、今後の保育については、「森林施業計画書」の保育計画に基づいて行う予定で

ある。 

 

４－６．目標林型への誘導に必要な間伐が適切に計画され、間伐が的確に実行されてい

る。 

 

 ４－６－１／妥当である 

間伐計画は、施業計画の「伐・造計画」に箇所と箇所毎の伐採率、数量、予定時期が

明示されている。要間伐森林に指定された林分はない。 

 

 ４－６－２／妥当である 

間伐の実行については、「森林整備計画」の施業基準及び同協議会「施業指針」によ

り、その方法、伐採率等が定められている。 

なお、除・間伐の際には、林内に現存する広葉樹などを支障のない範囲で、適度に残

していることを確認した。 

 

 ４－６－３／向上目標付記 

間伐の実行状況は、同協議会「会員森林簿」に記録されている。 

現地調査において、下層植生が消失したような林分は尐ないが、間伐は遅れ気味であ

ることは否めない。 

このことは、吉野林業の伝統的な密植多間伐による優良材生産を継承していこうとす

る同協議会にとっては、大きな課題となっている。 

 

４－７．森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られ、農薬など化学物質の使用

は、法令などを順守し、かつ必要最小限の使途にとどめている。 

 

 ４－７－１／妥当である 

病虫害の防除に当たっては、同協議会「施業指針」により「施業の実施にあたっては、
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生物多様性の保全、水土保全の観点から、健全な森林の育成に努め、病虫害の発生を

抑制に努める」としており、森林病害虫等防除法を遵守することとしている。 

なお、地域で問題化しているニホンジカによる食害等の被害については、鳥獣保護法

による特定鳥獣保護管理計画が実行されている。 

 

 ４－７－２／妥当である 

対象森林での顕著な病虫獣害は記録されていない。 

周辺地域では、ニホンジカ、ノウサギ等野生鳥獣による森林被害が散発的に増加して

おり、防護柵の設置や特定鳥獣保護管理計画等による頭数調整により対応している。 

なお、特別天然記念物であるカモシカによる被害については、保護と被害防止の両立

を図るため、林野庁、環境省等の連携の下で、保護地域の設定、被害防止対策の実施、

個体数の調整が行われている。 

 

 ４－７－３／妥当である 

同協議会では、生物多様性の保全、水土保全の観点から、健全な森林の育成に努め、

病虫害の発生の抑制に努めることを原則としているが、林業薬剤を使用する場合は、

関連法令及び同協議会「林業薬剤管理マニュアル」に基づき、適切な管理のもと、必

要最小限の使用にとどめることとしている。 

 

４－８．山火事に対する適切な予防と被害への対処が図られている。 

 

 ４－８－１／妥当である 

「林野火災予消防マニュアル」及び「森林巡視実施要領」によって、森林巡視の体制

整備を図るとともに、消防署、地元消防団と連携をとって、訓練の実施や予・消防活

動に協力していることを確認した。 

また、定期的に火災予防運動が実施されており、村民等にポスターやパンフレット等

が配布されている。 

 

 ４－８－２／妥当である 

上記の通り、「林野火災予消防マニュアル」において、地域の消防団、関係機関が実

施する消防訓練にできる限り参加すること、消化機材を用意すること、火災が発生し

た場合の連絡体制等、林野火災の予防対策、火災時の具体的な対応策を決めている。 

 

 ４－８－３／適用除外 

過去５年以上、森林火災の発生はなく、該当なしと認められる。 

 

 

基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枞組 
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５－１．日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。 

 

 ５－１－１／妥当である 

森林管理及び環境保全上必要な法令及び条例を遵守する事を確認した。 

 

 ５－１－２／妥当である 

現地確認の際、森林管理上必要な法令集、「林野小六法」「環境六法」「環境法規総

覧」等が事務局に常備されていることを確認した。 

また、補助金申請・完了届けや伐採・造林届(写し)などの合法性証明に関わる書類も

適切に管理されていることを確認した。 

 

５－２．地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されている。 

 

 ５－２－１／妥当である 

吉野林業は、特色のひとつである山守制度によって成り立ってきた。この山守制度は、

川上村では現在も尊重されており、山守は、その山の育林から伐採にかけて管理し、

間伐作業等が必要な時期においては、所有者に連絡を取り了解を得た上で施業を実施

することとなっている。 

なお、漁業権の設定されている河川等は、対象地に含まれていないことを確認した。 

 

 ５－２－２／妥当である 

上記山守制度については、所有者との間に古文書が存在しており、山守の権利は適切

に保全されている。 

 

５－３．管理計画の実行に当たり、雇用者、委託者や林業従事者に対して生物多様性や 

 労働安全などに関して適切な訓練と指導を行っている。 

 

 ５－３－１／向上目標付記 

現場従事者等に対する生物多様性保全に関する研修等は、これまで行われていなかっ

たため、「環境方針」を定めるとともに「川上村内に生息・生育する貴重種一覧表」

を作成して、研修の機会を設けることとしている。 

また、同協議会では、｢生物多様性の保全を考慮した施業指針」を作成して、現場従事

者の指導に当たっている。 

 

 ５－３－２／妥当である 

同協議会では、「安全作業マニュアル」及び「安全衛生及び健康管理マニュアル」を

定め、作業現場での日常の注意・指導に当たっている。 

なお、川上村では、毎年 6 月に「家族で取り組む災害ゼロの村」をスローガンとする

「川上村労働災害防止大会」が開催されている。 
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５－４．従業員に対する社会保障、必要な訓練の実施、健康と安全の確保を図られてい

る。 

 ５－４－１／妥当である 

対象森林整備の主体である川上村森林組合及び山守等における職員・作業班の雇用従

業者は、全国林材業共済組合等の労災保険など社会保険制度に加入していることを確

認した。 

 

 ５－４－２／妥当である 

同協議会会員に、法定要件を満たす事業体はないが、同協議会「安全作業マニュアル」

及び「安全衛生及び健康管理マニュアル」を定め、自主的安全活動に努めている。 

 

 

基準６ 社会・経済の便益の維持及び増進 

 

６－１．緑の循環資源として、認証林産物を多様な用途に有効活用し、地元住民や利害

関係者等との連携を図り、地域経済の振興に努める。 

 

 ６－１－１／妥当である 

同協議会には、対象となる森林の施業の担い手である森林組合と山守も参加しており、

「素材生産部会」として、同時に分別・表示システム認定も申請中である。 

同生産部会では、「認証林産物の分別・表示管理方針」に基づく、管理計画を作成し

ており、認証森林の適正な管理と認証材の安定供給、適正な分別・表示管理が期待さ

れている。 

認証取得後は、協議会が一体となって、川下の製材・加工業者にも参加を呼びかけ、

川上村産森林認証材の普及・啓発に努めることとしている。 

 

 ６－１－２／妥当である 

同協議会素材生産部会では、「村内認証森林から産出された林産物の適正な分別・表

示管理」等を目的とした上記の分別・表示管理計画を作成しており、認証林産物には

同協議会指定の刻印によって表示して出荷する計画である。 

 

 ６－１－３／妥当である 

作業路の土留め、法面保護等に、支障木等を積極的に活用しており、認証取得後は、

これらに、認証林産物を積極的に利用していくこととしている。 

なお、川上村では、毎年近畿府県の７大学の学生が参加して「川上村木匠塾」が開催

されており、「循環資源である間伐材の有効利用は、地球温暖化防止に役立つ」をテ

ーマに、参加者が知恵を絞って、村内で切り捨てられた間伐材の有効利活用を図るイ

ベントが行われている。 
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６－２．市民に自然に触れ合う機会/場所の提供に努めるとともに、入山者に対する環

境教育、安全などへの指導および対策が整備されている。 

 

 ６－２－１／妥当である 

同協議会では、同村の「川上サプリ」が年数回行っている「伐採体験ツアー」や、川

上の材ＰＲ運営委員会が主催する「まるごと吉野杉フェア」などの際に、伐採体験場

所の提供や指導者として参加しており、都市部住民に山林と木材の良さを伝えるため

の絶好の機会となっている。 

また、川上村には、森林・環境教育・研究施設である「川上村森と水の源流館」が設

置されており、「水源地の森ツアー」など多彩な森林体験プログラムが行われており、

同協議会も協力している。 

 

 ６－２－２／妥当である 

対象森林では、林内の要所に看板を設置するなどして、入山者に山火事防止、ゴミの

持ち帰りなど、マナーの啓発に努めていることを確認した。 

また、不法投棄が増えてきていることから、巡視など防止活動を強化している。 

 

６－３．森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林において

は、適切な対応がとられている。 

 

 ６－３－１／妥当である 

対象森林は、個人所有の経済林であることから、森林レクリエーションや景観の維持

に配慮した森林管理が特に必要とされる区域は含まれていない。それでも、吉野林業

の伝統に支えられた高齢級の人工林からなる森林は、他の地域では見られない、卓越

した森林景観を保っている。 

 

 ６－３－２／妥当である 

対象森林の一部が、国立公園の普通地域に指定されているが、特に森林施業に制約の

ある森林の指定はない。 

 

 ６－３－３／妥当である 

対象森林は、個人所有の経済林であることから、森林レクリエーション施設は設置さ

れていない。 

ただし、村内には、キャンプ場を始め、前述の「水源地の森」等の森林レクリェーシ

ョンを目的とした施設が、村によって多数設置されており、受益者の期待を十分に満

たしていると思われる。 

 

６－４．文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されてい

る。 
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 ６－４－１／妥当である 

今回の対象森林は、里山地域の人工林を主体とした森林であり、対象森林内には指定

文化財や学術上重要とされている森林等は、聞き取り等によっても確認されなかった。 

ただし、川上村村内には、世界遺産に指定されている「大峰奥駆道」や国指定の天然

記念物である「三之公トガサワラ原始林」などが、文化財保護法によって保護されて

いる。 

 

 ６－４－２／妥当である 

対象森林では、今のところ特に展示林等は設けられていないが、前述のように吉野林

業の伝統に支えられた高齢級の人工林からなる森林は、他の地域では見られない、卓

越した森林景観を保っている。 

また、川上村内には、前記した三之公地区「水源地の森」の原生林や、日本最古の人

工林(樹齢 280～380 年生)とされる「歴史の証人」などを同村で買い取り条例を定めて

保全するなど、適切な対応がとられている。 

 

６－５．対象森林の管理・整備・利用が、地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源として貢

献できるよう努めている。 

 

 ６－５－１／向上目標付記 

現在、川上村における若齢林間伐の９割以上が、切り捨て間伐となっている。これは、

地域における小径木の需要が低迷していることとともに、作業道など路網密度の低さ

がネックとなっている。 

このことは、同協議会でも深刻に受け止めており、作業道作設等の基盤整備を最重点

課題と位置づけ、作設の際に小径木の活用に努めるなど、可能なことから順次取り組

んでいる。 

 

 ６－５－２／妥当である 

「環境方針」において、「施業の実施にあたっては、化石燃料を使用する機械類は極

力無駄のない使用に 努め、大気汚染物質や廃棄物の抑制に努めます」とし、林業機

械等の無駄なアイドリングをやめるなど、省エネに取り組んでいる。 

 

 

基準７ モニタリングと情報公開 

 

７－１．管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを、適宜実施

すること。 

モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見直しが図

られている。 
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 ７－１－１／向上目標付記 

同協議会では、伝統的に行われてきた「書き付け(巡視)」に合わせて森林の状況及び

施業の環境影響等を記録するためのモニタリング調査を実施することとしており、具

体的なモニタリング手順を定めた「森林巡視実施要領」を作成し、チェックリストで

ある「森林管理巡視日誌」及び「作業完了時巡視日誌」を用意して確認作業を行うこ

ととしている。 

 

７－２．地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行って

いる場合、その調査に対する協力体制が整っている。 

 

 ７－２－１／妥当である 

これまで対象森林での第３者機関によるモニタリング等は実施されていないが、村内

では、「森と水の源流館」による生物調査や、奈良県によるニホンジカの生息密度調

査が実施されている。 

同協議会「生物多様性の保全を考慮した施業方針」において、「モニタリング調査等、

協力依頼があれば積極的に協力する」こととしており、今後積極的に対応していくこ

とを確認した。 

 

７－３．対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業 

 種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されている。 

 

 ７－３－１／妥当である 

対象森林において、近年顕著な森林被害は発生していない。 

ただし、ニホンジカによる新植苗木の食害や剥皮被害が散発的に出ており、年々増加

傾向にある。植林地には、防除ネットが欠かせなくなってきている。 

なお、ニホンジカの被害対策については、奈良県が「特定鳥獣保護管理計画－第３次」

を策定して、モニタリングデータを基にした個体数調整に取り組んでいる。 

 

７－４．森林管理計画とモニタリング結果は、情報の機密性を尊重するが、その概要に

ついては一般に公開することを原則とする。 

 

 ７－４－１／妥当である 

管理計画や種々の施業記録等については、原則として公開する考えである。視察や新

聞等マスコミの取材も積極的に受け入れ、情報公開に努めることとしている。 

 


